
廃棄物関係法令 資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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ケース１
職場で使っていた金属製のロッカーが壊れた
ので、不用品回収業者に持って行ってもらっ
た。

スミマセーン。

持っていってく
ださい！
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ケース１ 罰せられる可能性のある違反

☠ 無許可業者への処理委託（法第１２条第６項違反）

街中でよく見かける
のって、違法業者な
の？？

☞ ５年以下の懲役・１０００万円以下の罰金

☠ マニフェストの交付義務違反（法第１２条の３違反）

☞ ６か月以下の懲役・５０万円以下の罰金
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ケース２
職場で食べたコンビニ弁当の容器（プラスチッ
ク製）を大量に燃えるごみとして捨てた。
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ケース２ 罰せられる可能性のある違反

☠ 不法投棄（法第１６条違反）
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

☝事業所から排出される廃プラスチック類は産業廃棄物です。

☝家庭廃棄物と事業系廃棄物は、分別方法が異なります。

家庭ごみだと、「燃え
るごみ」なのに・・・

☞ ５年以下の懲役・１０００万円以下の罰金
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ケース３
産業廃棄物の処理を契約書を交わさず依頼
した。
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ケース３ 罰せられる可能性のある違反

☠ 産業廃棄物の委託基準違反（法第２６条第1号）

☝産業廃棄物の契約は書面で交わさなければなりません。
（法施行令第６条の２第４号）

面倒なんですね・・・

☞ ３年以下の懲役・３００万円以下の罰金
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結 論

☝ 廃棄物の処理にはルールがある

☝ ルールをやぶると罰せられることもある

廃棄物処理に関する知識を身に付けましょう。

処理に迷ったら、廃棄物処理業者又は区役所や東
京都に確認しましょう。

廃棄物処理に対して当事者意識を持ちましょう。
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「廃棄物の処理」とは？

廃棄物の処理

分別分別

保管保管

収集・運搬収集・運搬

再生（リサイクル）再生（リサイクル）

処分（焼却・埋立）処分（焼却・埋立）
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廃棄物とは？

定義

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、
ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体そ
の他の汚物又は不要物であって、固形状又は液
状のものをいう。
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廃棄物の分類

事業系廃棄物

特別管理

一般廃棄物

特別管理

産業廃棄物

事業系

一般廃棄物

産業廃棄物
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家庭廃棄物

有価物

廃棄物
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事業者の責務とは？

事業者の責務

①廃棄物を自らの責任において適正に処理する義務

②廃棄物を減量する義務

③国や地方公共団体の施策に協力する義務
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①自ら処理する

②行政に委託する

③許可を持っている廃棄物処理業者に委託する

事業系廃棄物の処理方法
～どうやって処理するか～

⇒現実的ではない

⇒少量排出事業者に限定
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廃棄物処理業者への適正な処理委託
～委託業者～

原則 許可を受けている業者に処理を委託する

一般廃棄物

例外

産業廃棄物

古紙・くず鉄・空きビン・古繊維などの「専ら物」の場合

新しい製品を購入する際に商慣習として同種の製品で使
用済のものを無償で引き取ってもらう行為（いわゆる「下取
り」）の場合

文京区の許可を受けている業者

東京都の許可を受けている業者

各種リサイクル法の認定を受けた業者に依頼する場合 15



廃棄物処理業者への適正な処理委託
～処理契約（主な点）～

一般廃棄物

産業廃棄物

・収集運搬料金は、区が定める処理料金を超えてはならない

・書面で契約しなければならない

・収集運搬と処分のそれぞれを契約しなければならない

・契約書に法定記載事項や添付書類が規定されている

⇒１㎏につき、４６．０円（令和５年１０月時点）

東京都環境局発行の「産業廃棄物適正処理ガイドブック」を参照
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廃棄物処理業者への適正な処理委託
～履行確認～

一般廃棄物

産業廃棄物

①１日平均100㎏以上排出する事業者
②臨時に排出する事業者

収集するたびに交付

マニフェスト制度 排出事業者が、廃棄物を適正に処分さ
れたか確認するための制度
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一般廃棄物管理票（マニフェスト） 産業廃棄物管理票（マニフェスト）

・５年間の保管義務
・交付義務があるのはあくまで排出者（捨てる側）
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▶廃棄物管理責任者選任届

▶再利用計画書

☞選任から３０日以内に提出

☞毎年５月末までに提出

毎年3月下旬に案内の通知を送付しています。
様式などは文京区のＨＰよりダウンロードできます。

再利用計画書 検 索検 索

区への届出書類
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立入検査の実施

▶３～４年に一回の周期で実施しています

▶実施の１５日前にはお知らせします

ご協力お願いします！
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▶ご都合の合わない場合、変更が可能です。



ごみ容器参考例

誰が見ても分かるように

イラスト（写真）で示すと効果的♪

①再利用可能紙の混入を防ぐ！

②可燃ごみ容器に廃プラスチック

（弁当がら）の混入を防ぐ！

改善ポイント

意外と簡単♪

まずは資源を分別♪

次に可燃・不燃を分別♪

この流れで完璧！

資料３
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（弁当がら）の混入を防ぐ！

資源の仕分け参考例 ←リサイクルボックス

（通称４段ＢＯＸ）

排出時にきちんと

分別できて便利♪

イラスト入りだと

更に分別しやすい！

元々コピー用紙の入っていた段ボールを

利用すると、経費削減＆サイズもぴったりで便利！

３段ＢＯＸがなくとも、段ボールで代用可♪

誰が見ても分かるように表示もしてください！

紙はリサイクルの

優等生！！

雑がみ（ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ）として扱う品目は

収集運搬業者によって違います！

契約している業者にお問い合わせください♪
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廃棄物保管庫の参考
保管庫も廃棄物管理責任者が適切に管理する場所の１つです。

ごみの種別ごとに整理整頓し、清潔に保ちましょう！（＾＾）

保管庫の入り口に
分別配置図があると

便利♪♪

社員や職員の異動があっても
誰が見ても置き場が分かるような

表示があれば心配なし!!
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